
№ 事業所名 所在地 電話番号

1 マーチン介護サービス東金 南上宿４－９ ５３－２５１０

№ 事業所名 所在地 電話番号

1 ケアセンター24訪問看護ステーション 田間７６５－６ ５０－０１９９

2 訪問看護ステーションれんげ草 東岩崎１１－５　フォンテ東金１０２ ５０－６２０８

3 セントケア訪問看護ステーション東金 田間２－３８－１６ ５２－１７６１

4 ハビリテート訪問看護ステーション 東上宿６－１　ファインコート１０２ ７１－２００１

5 訪問看護ステーションアンカー 家徳３８－１ ７８－３６３０

№ 事業所名 所在地 電話番号

1 浅井病院 家徳３８－１ ５８－５０００

2 介護老人保健施設あさいケアセンター 家徳１５７―１ ５８－６７８１

№ 事業所名 所在地 電話番号

1 介護老人保健施設あさいケアセンター 家徳１５７－１ ５８－６７８１

№ 事業所名 所在地 電話番号

1 特別養護老人ホーム　ゆりの木苑 家徳７５６－２ ５０－８１１１

2 芙蓉荘短期入所生活介護事業所 家之子２０１０－３ ５５－５７００

3 プラチナ・ショートステイ東金 関下４５６－１ ５８－１０３０

4 ショートステイ福福の里 極楽寺１６３－１ ５０－５５２０

5 ショートステイ福岡福福の里 東中島９７－１ ７１－２２１１

№ 事業所名 所在地 電話番号

1 介護老人保健施設あさいケアセンター 家徳１５７－１ ５８－６７８１

№ 事業所名 所在地 電話番号

1 パラメディカル株式会社 田間３－５４－９ ５２－１１２１

2 有限会社サンライフ 西中２７１－１ ５５－５４２５

№ 事業所名 所在地 電話番号

1 まさきデイサービスゆりの木苑 家徳７５２－９ ５０－８１１１

№ 事業所名 所在地 電話番号

1 五根の家・小規模多機能ホーム 台方１０３４－１ ５０－２５５７

2 小規模多機能ホーム　ふくおかの家（五根の家サテライト） 東中島２９７ ７７－７８４５

3 鴇嶺の家（五根の家サテライト） 東金４２１ ５０－０２８５

№ 事業所名 所在地 電話番号

1 グループホーム旅路 家之子１６７１－３１ ５３－１６５５

2 グループホームゆりの木苑 家徳７５２－１２ ５０－８１１１

3 グループホームガーデンコート東金 北之幸谷１３－５ ５０－０７７７

4 グループホーム咲顔 東金１３７１－１ ５４－７７２０

5 けあビジョンホーム東金 砂古瀬４２４－１４ ５４－１０００

東金市内の介護予防サービス事業所　要支援１・２の方　（令和７年１２月１日現在）

●介護予防訪問入浴介護（巡回入浴）
看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽を用いて入浴の介助を行います。

●介護予防訪問看護
看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

●介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復等、介護予防を目的としたリハビリテーションを行います。

●介護予防通所リハビリテーション（デイケア）
介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、医師の指示に基づく専門的なリハビリテーションを日帰りで受けることができます。
また、食事や入浴等の日常生活上の支援もリハビリテーションの視点で行います。

●介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）
特別養護老人ホームなどで、介護予防を目的とした、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けることができます。

●介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ）】
医療機関や介護老人保険施設で、介護予防を目的として、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などのサービスを受けることができます。

※千葉県ホームページ「千葉県オープンデータサイト」及び「介護事業所・生活関連情報検索　介護サービス情報公表システム」などの情報をもとに、掲載をしております。

※事業所の詳細・最新の情報などは各事業所へお問い合わせください。

●福祉用具貸与(レンタル）
指定を受けた事業者から福祉用具の貸与を受けることができます。
●特定福祉用具販売
指定を受けた事業者から入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具の販売を受けることができます。

●介護予防小規模多機能型居宅介護
施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を利用者の選択に応じて組合せ、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓
練などのサービスを受けることができます。

●介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）　※認知症と診断された方が対象です。要支援１の方は利用できません。
グループホームに入居し、家庭的な環境と地域住民との交流の中で、介護予防を目的とした日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けることができま
す。

●介護予防認知症対応型通所介護　※認知症と診断された方が対象
デイサービスなどに通い、介護予防を目的とした食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰り
で受けることができます。利用者の自宅から施設までの送迎も受けることができます。


